
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
和紙糸で製織した織物地を炭化して炭としたことを特徴とする炭化物。
【請求項２】
和紙糸で編んだ編物地を炭化して炭としたことを特徴とする炭化物。
【請求項３】
請求項１又は請求項２の炭化物を織物地又は／及び編物地で表裏面を被覆して接着したこ
とを特徴とする炭化物のシート状製品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、炭化物である炭及びその炭化物のシート状製品に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の炭の原料としては木材であり、本来の燃料としての用途以外に炭化物としての調湿
作用、消臭作用、土壌改良作用や水質浄化作用等に利用されている。
そして、原料として丸太状の木材のみならず、木屑も用いたり、各種植物性残渣を用いて
炭化したものがあり、その形態は粒状、粉末状としたり、他のバインダーを混合して特定
形状にしようとするものが各種工夫提案されているのである。
【０００３】

10

20

JP 3579679 B2 2004.10.20



【発明が解決しようとする課題】
従来の炭の形状は、丸太状或いは細かく粒状又は粉状にしたものであり、炭のみでシート
状に成ったものは存在しない。
そして、シート状にするものとしては、シート状の基材表面に粉炭を散着したり、バイン
ダーに粒炭や粉炭を混合したものを薄く展伸してシート状にすること等が考えられている
。
【０００４】
しかし、斯かる場合は他の材質と共に炭が混入しているもので、純粋に炭のみでシート状
の形状にしたものと異なるのである。
そこで、本発明はシート状の炭化物及びシート状炭化物を用いた製品を提供せんとするも
のである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は、和紙糸で製織した織物地又は編んだ編物地を炭化して炭としたことを特徴とす
るものであり、又シート状製品はその織物地又は編物地を炭化したシート状の炭を通常の
織物地又は／及び編物地で表裏面を被覆して接着したことを特徴とするものである。
【０００６】
和紙はコウゾ、ミツマタ、ガンビ等の植物を原料としたものであって、木質材であり、和
紙を撚って糸状としたものが和紙糸であるから、和紙糸で製織した織物地又は編んだ編物
地は木材と同様に、炭化すれば炭と成って織物地又は編物地の形態のシート状の炭を得ら
れるものである。
【０００７】
そして、製織又は編んであるから形態の維持力が強く、炭化しても構成する糸が離散する
おそれもなく、更に糸間に空隙を有し、シート状であるから体積に比較して空気等との接
触面が広く、調湿、消臭等の各作用効率が極めて良好となるものである。
【０００８】
又、上記の炭化した織・編物のシートを通常の糸を用いた織物地又は／及び編物地でサン
ドイッチ状に表裏面を被覆することによって、織物地又は編物地によって炭化したシート
の形態維持をより強固にすると共に、自在に折曲をしても炭化したシートの形態が崩れる
こともなく、織物地又は編物地としての利用及び加工を従来通り行えるものとなる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の一形態を説明する。
和紙糸は和紙を適当巾に裁断して撚って糸状としたものであって、任意の太さに設定でき
る。
炭化することによって、撚った和紙糸１は多少収縮するけれど、格別に太い糸として製織
する必要はなく、ごく普通に用いられる範囲の太さの糸を選択してもよい。
【００１０】
又、製織においても組織の限定はなく、基本的な平織２でも充分に炭化した後の組織をそ
のまま維持できるものであり、炭化は一般に行われている炭化方法で８００℃乃至１，０
００℃の範囲で加熱することで炭化物３を得られるものである。
【００１１】
図２は、和紙糸１を製織した織物地を炭化して得られた炭化物３をサンドイッチ状に織物
地４、５を表裏面に被覆して接着したものである。
織物地４、５は任意の糸で任意組織で製織したものであり、同一糸で同一組織の織物地で
あっても、異なる糸で異なる組織であってもよく、適宜織物地を選択してサンドイッチ状
の構成とできるものである。
【００１２】
以上は織物地で説明したけれど、編物地として炭化した場合或いはサンドイッチ状に被覆
する場合も同様である。
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【００１３】
【発明の効果】
このように、本発明は和紙糸を用いた織物地又は編物地を炭化したため、シート状の炭を
得られ、このシートは織・編した組織であるから、形態の維持が可能であると共に、組織
に間隙を有するため空気等に触れる面積が広く、炭の持つ各種作用、効果を効率よく発揮
できるものである。
【００１４】
又、織・編物地でシート状の炭化物をサンドイッチ状に被覆するため、折曲及び取り付け
が織・編物地として可能であり、炭化物の空気等との接触面積も確保できるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の炭化物の一実施の形態を示す平面図である。
【図２】本発明のシート状製品の一実施の形態を示す断面図である。
【符号の説明】
１　和紙糸
２　平織
３　炭化物
４、５　織物地
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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